
令和４年５月３０日

報道機関各位

職員の懲戒処分について

標記の件につきまして、令和４年５月３０日付で下記のとおり職員の懲戒処分

の発令を行いました。

職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでご

ざいますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発防止、職員の綱紀粛正に努め

てまいります。

また、管理監督責任として、市長の給料を減額（１０分の１、１か月）する

ための条例案を令和４年６月議会定例会に提案する予定です。

記

所属・職
年

齢

処分

発令日

処分

内容
処分理由 適用法令

企画部課長級

（当時、市民

生活部課長

級）

５６

歳

令和４年５

月３０日

停職

２か月

令和2年度の工事及

び修繕の事務執行

において職務の懈怠

があったこと及び上

司に対する虚偽報告

を行ったことによる処

分

地方公務

員法第２

９ 条 第 １

項第１号

及び第２

号

総務部課長級

（当時、市民

生活部課長補

佐級）

５ ０

歳

令和４年５

月３０日

減給

１０分の１

1 か月

令和 2 年度の工事
及び修繕の事務執

行において職務の

懈怠があったこと

による処分

地方公務

員法第２

９ 条 第 １

項第１号

及び第２

号
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